
令和2年10月１日から令和3年3月31日までの随意契約

【政策企画部】

担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

政策推進課
八尾市行政評価システム機
能改修業務

令和2年11月26日
株式会社内田洋行　大阪

支店
大阪市中央区和泉町二丁目２
番２号

770,000円

本業務は、当該システムの再構築・導入を行い、これまで
の運用保守を実施し、当該システムを熟知している㈱内
田洋行にしか行えないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

行政改革課
(情報システ
ム室)

アンケート用宛名ラベル作成
処理改修業務委託契約

令和2年11月26日
富士通株式会社　関西支
社

大阪府大阪市中央区城見二丁
目２番６号

1,980,000円

本件改修業務は契約相手方が開発したパッケージシステ
ムの一部をカスタマイズして本市が必要とする機能を追
加するものであるため、一般に公開されないシステム内
部仕様を知る契約相手方以外は対応できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

令和2年度　随意契約の公表（政策企画部）

※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。


